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リ
ー
フ
マ

ン
の
問
屋
制
度
論

堀

江

-ι--
.g:圭

問
屋
制
度
・
前
貸
制
度
・
家
内
工
業
ま
た
は
家
内
葬
働
な
る

名
稽
は
夫
々
異
っ
た
起
源
と
そ
れ
に
廃
じ
て
具
っ
た
内
容
を
有

し
て
ゐ
た
。
然
し
今
日
諸
島
一
-
者
が
と
れ
ら
の
名
稀
の
も
と
に
論

や
る
と
こ
ろ
は
、

一
般
に
問
屋
(
〈
2
Z
R
2
に
従
属
す
る
小
規

模
生
産
者
を
も
っ
て
す
る
工
業
生
産
の
様
式
で
あ
り
、
そ
の
内

容
は
名
稽
の
多
様
性
に
も
拘
ら
や
略
々
一
致
し
て
ゐ
る
。
問
屋

第
四
十
六
巻

戸、

第

貌

l'、

制
度
に
は
一
般
に
吹
の
様
な
工
業
生
産
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
@

ω先
づ
第
一
に
、
問
屋
制
生
産
者
(
〈
呈
長
名
3
己

EEH)
が

ず
る
か
、
或
は
問
屋
の
提
供
す
る
モ
デ
ル
に
従
び
、
問
屋
の
注

文
を
待
っ
て
協
定
師
団
格
で
生
産
に
従
事
す
る
工
業
生
摩
株
式
が

問
屋
制
広
に
鹿
す
る
。
原
料
債
格
が
低
廉
で
問
屋
制
生
産
宥
に

も
容
易
に
購
入
し
得
る
か
、
或
は
農
村
的
家
内
工
業
に
屡
-4

見

ら
れ
る
如
き
自
家
生
産
原
料
に
加
工
が
行
れ
る
場
合
に
は
、
尊

ら
こ
の
形
態
の
問
屋
制
度
が
行
は
れ
る
。

問
攻
に
問
屋
制
生
産
者
が
自
ら
の
所
有
に
属
す
る
道
具
設
備

を
使
用
し
て
問
屋
の
提
供
す
る
原
料
に
加
工
を
施
し
、
そ
の
代

償
と
し
て
請
負
賃
銀
を
受
け
る
場
合
が
之
に
属
す
る
。
と
れ
ほ

最
も
屡
k

見
ら
れ
る
問
屋
制
度
で
あ
り
、
従
っ
て
問
屋
制
度
の

典
型
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。

間
最
後
に
第
二
の
揚
合
よ
り
も
更
に
問
屋
制
生
産
者
の
問
屋

に
射
す
る
隷
属
化
の
進
ん
だ
形
態
で
あ
っ
て
、
問
屋
は
原
料
を

提
供
す
る
の
み
・
な
ら
十
主
要
道
具
(
例
へ
ば
緑
樹
、
刺
繍
機
械
、
裁
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縫
機
械
等
)

の
所
い
行
者
官
あ
り
、

問
屋
制
生
産
者
は
全
く
加
工

持
働
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
揚
合
が
之
に
属
す
る
。
問
屋
制

生
産
者
は
、

問
屋
に
道
具
の
併
賃
苧
一
文
例
ひ
請
負
賃
銀
を
受
け

.. -.， 
g 

第
二
、
第
三
の
形
態
の
問
屋
制
度
は
一
般
に
原
料
が
高
債
で

費
力
の
乏
し
い
問
屋
制
生
産
者
に
は
容
易
に
入
手
出
来
友
い
揚

合
・
或
は
問
屋
制
生
大
町
者
が
夫
業
併
働
者
の
如
く
極
度
に
資
力

の
乏
し
い
揚
合
に
行
は
れ
る
形
態
で
、

形
式
的
に
は
第
一
形
態

巴
属
す
る
と
見
ら
れ
る
場
合
即
ち
問
庄
は
間
口
座
制
生
広
者
K
町

料
を
棄
却
す
る
が
、
そ
の
代
償
は
そ
の
生
産
物
の
代
債
か
ら
差

引
く
が
如
き
場
合
は
、
萱
ろ
第
二
、
第
三
形
態
に
属
せ
し
む
べ

き
で
あ
る
。
第
一
形
態
の
問
屋
制
度
は
貝
取
制
の
問
屋
制
度
、

「
詑
}

第
二
第
三
の
そ
れ
は
賃
銀
制
の
問
屋
制
度
と
稿
せ
ら
れ
る
。

(
註
)
従
来
の
多
〈
白
血
叩
誌
は
買
収
制
の
問
犀
制
度
と
賃
銀
制
D

問
屋

制
度
と
は
本
質
を
呉
に
す
る
主
考
へ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
レ
キ
シ
ス
に
於

で
は
貝
原
制
の
問
屋
制
度
は
『
手
工
業
的
洞
立
一
車
内
工
業
』
と
呼
ば
れ

で
問
犀
制
生
産
者
は
濁
立
生
産
者
と
見
ら
れ
る
が
、
賃
銀
制
の
問
屋
制

度
に
於
て
は
問
屋
制
生
産
者
は
工
場
努
働
者
と
等
し
〈
非
濁
立
勢
働
者

主
見
ら
れ
、
後
者
は
『
本
来
の
意
味
に
於
け
る
家
内
工
業
』
と
呼
ば

リ
ー
フ
マ
シ
の
問
厩
制
度
論

銀れ
制て
の ゐ
問 る
屋。11

制 ピ
度ユ
II' ツ
中 ヒ
jL' ヤ
問 1
題、2J

マ?シ

あエ
る 1。

ン

JL. 

ヒ

もり

オし

近
U、。
賃

失
に
何
が
問
屋
制
度
の
本
質
で
あ
り
、
何
を
以
て
問
屋
制
度

を
他
の
工
業
組
織
か
ら
匝
別
す
る
標
識
と
見
る
か
。
従
来
の
諸

事
設
は
、

と
の
黙
に
関
し
て
何
よ
り
も
問
屋
制
生
席
者
の
問
屋

に
針
す
る
依
存
関
係
の
性
質
か
ら
回
議
し
た
。

と
の
依
存
関
係

を
知
何
に
見
る
か
に
従
ひ
、
換
言
す
れ
ば
と
の
依
存
闘
係
が
問

屋
制
生
産
者
の
濁
立
性
を
否
定
す
る
と
見
る
か
否
か
に
従
び
、

従
来
の
按
誠
は
根
本
的
に
劉
立
す
る
」
」
つ
の
見
解
に
分
れ
る
，

山
と
の
依
存
闘
係
が
問
屋
制
生
産
者
の
狽
立
性
を
否
定
す

る
と
見
る
立
場

(
C・
印

n
F
S
H『
N
u
t〈

印己

E
寸
凸

-
T

同
・
ロ
ロ
ユ
-mご

等)。

乙
の
見
解
に
依
れ
ば
、

問
屋
制
生
産
者
の
附
犀
に
針
ナ

る
依
存
闘
係
は
工
場
弊
働
者
の
工
場
主
に
謝
す
る
依
作
関
係

と
同
じ
く
、

問
屋
制
生
産
者
は
問
屋
に
劃
し
て
濁
立
性
を
喪

夫
し
て
ゐ
る
。

問
屋
制
度
と
は
問
屋
が
自
己
の
経
営
揚
所
の

外
部
で
分
散
的
に
貨
獲
働
者
を
雇
傭
す
る
工
業
経
営
組
織
で

あ
っ
て
、
工
揚
組
織
苧
集
中
的
大
規
模
経
営
組
織
と
す
れ

問
屋
制
度
は
分
散
的
大
規
模
経
営
組
織
で
あ
る
。

ば

第
四
十
六
巻

:fu 

第

貌

プし
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リ
ー
フ
マ
ン
の
問
屍
制
度
論

制
度
の
工
場
組
織
に
射
す
る
差
別
標
識
は
持
働
者
の
分
散
従
っ

て
弊
働
の
分
散
と
い
ふ
以
外
に
は
な
い
。
従
っ
て
問
屋
と
問
屋

制
生
産
者
と
の
闘
係
は
二
つ
の
繍
立
経
済
主
悌

ω交
換
側
係
で

は
た
く
て
、
雨
者
は
有
機
慌
を
構
成
し
て
問
屋
川
刷
』
反
な
る
一
経

ら皆
>1'1.. 持且
る11織

O ，~を

な
し

r:日
lit 
L立

場
主
と
等
し
く
1主
会

企l
~j~ 

添:
と
見

倒
之
に
反
し
ツ

I
ン

子
三
官
F
E
m
-
-
d
H
M
Z
Z
)

、
及
び
リ
l
フ
マ

ン
は
問
屋
制
生
産
者
の
問
屋
に
射
す
る
依
存
闘
係
は
問
屋
制
生

産
者
の
漏
立
性
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
と
す
る
。

リ
1

7

7

ン
に
従
へ
ば
、
問
屋
制
生
産
者
は
、
問
屋
の
提
供
す
る
原
料
に
加

工
を
施
す
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
、
問
屋
に
加
工
持
働
邸
ち
給
付

{
円

b
目的

Z
コ
四
)

を
販
賓
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
は
努
働
者
で
る

る
が
、
他
方
に
彼
は
原
料
に
封
象
化
さ
れ
た
第
働
を
問
屋
に
販

買
す
る
の
で
あ
っ
て
第
働
力
を
販
資
す
る
の
で
た
い
か
ら
澗
立

持
働
者
で
る
る
と
見
る
。

こ
の
猪
立
第
働
者
が
何
を
意
味
す
る

は
後
に
詳
論
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
兎
に
角
冒
と
し
て
、

リ

7

7

ン
が
問
屋
制
度
の
本
質
を
以
上
の
如
く
問
屋
制
生
産
品
刊
が

問
屋
の
提
供
す
る
原
料
に
加
工
を
均
す
と
い
ふ
貼
に
見
出
さ
う

第
凶
十
六
磐

四
O 

宮再

就

問。

ー
と
す
る
限
り
、

り
1

7

7

ン
の
劉
象
と
放
っ
て
ゐ
る
問
屋
制
度

は
賃
銀
制
の
問
屋
制
度
で
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。
然
る
に
リ
1

7

7

ン
は
同
時
に
買
取
制
の
問
屋
制
度
を
も
彼
の
規
定
を
以
て
解

決
し
得
る
も
の

L
如
く
考
へ
て
ゐ
る
。
然
し
リ
l

7

7

y

が
問

屋
制
度
の
本
質
と
し
て
我
々
に
示
す
規
定
法
賃
銀
制
の
附
民
制

度
に
関
係
す
る
に

7
ぎ
な
い
。

(
註
)
従
来
の
諸
製
設
に
於
て
は
、
専
ら
問
犀
は
問
位
制
生
志
位
者
を
週

ピ
て
阿
接
に
生
産
に
関
係
す
る
だ
け
で
、
斑
接
自
ら
の
舷
管
相
場
所
に
於

て
生
産
に
関
係
し
な
い
も
の
と
見
ら
れ
た
。
附
々
敵
め
て
附
随
的
に
、

司

p
-
E
r
r
E
P
Sロ
ロ
が
論
ぜ
、
U
れ
た
。
従
っ
て
こ
込
で
問
題
と
な
吾
の

は
、
直
接
に
生
産
に
関
係
し
な
い
問
屋
が
車
に
問
屋
制
生
産
者
を
使
用

す
る
だ
け
で
生
産
企
業
家
と
云
へ
る
か
有
か
で
あ
る
。
】
へ
与
ユ

rEFら
=

E
P
が
生
産
企
業
家
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

然
し
問
屋
制
度
の
愛
展
従
う
て
本
質
を
知
る
う
へ
に
重
裂
な
の
は
、

問
屋
制
生
産
者
を
使
用
す
る
問
屋
の
経
骨
組
織
即
ち
問
屍
が
直
接
に
生

産
に
関
係
し
な
い
商
人
で
あ
る
か
、
生
産
に
関
係
す
る
と
す
れ
ば
、
彼

が
手
工
業
親
方
で
あ
る
か
或
は
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
工
場
主
で
あ
る

か
、
或
は
機
械
制
工
場
主
で
あ
る
か
止
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
現
代

の
問
犀
制
度
を
知
る
上
に
、
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
の
機
舎
に
症
べ
た
い
。

リ
1

7

7

ン
の
見
解
は
第
一
の
見
解
に
刻
す
る
批
判
剥
抗
と

''v~. 50mbart は最も明断な代表者である o Vgl. ，¥;"， Sombart， I~Iausinctu5trie 
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い
ふ
形
を
と
っ
て
現
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
や
今
日
も
向
ほ

支
配
的
で
あ
る
の
は
第
一
の
見
解
で
あ
る
。
然
し
訟
が
ら
例
へ

ば
峨
工
数
百
人
を
擁
す
る
賃
機
工
場
ま
た
は
染
物
工
相
朝
、
或
は

そ
れ
ほ
左
極
端
で
は
左
い
に
し
て
も
中
小
工
揚
が
生
産
物
を
完

成
し
な
い
と
い
ふ
だ
け
の
理
由
で
屡
問
屋
制
度
ま
た
は
家
内
工

業
と
名
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
ら
は
リ
1

7

7

ン
の
見
解

に
近
い
も
の
と
一
瓦
へ
る
で
る
ら
う
。

以
下
問
屋
制
度
の
本
質
に
闘
す
る
リ
1

7

7

ン
の
見
解
を
示

L'幽

-M-p-ト

'p、d
o

-
-
1
1
c
s
s
t
d
-ぺーー

リ
1

7

7

ン
の
問
屋
制
度
の
本
貨
に
闘
す
る
見
解
を
考
察
す

る
に
先
立
ち
、
リ
1

7

7

ン
が
経
済
活
動
を
如
何
忙
区
分
し
た

か
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

経
済
活
動
ま
た
は
経
済
現
象
を
匡
分
す
る
に
際
し
、
何
を
差

別
標
識
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
屡
々
論
争
を
惹
起
し
た
と
と
ろ

リ
1

7

7

ン
は
交
換
経
済
的
組
織
従
っ
て
根
本
的

に
は
交
換
卸
ち
商
品
流
通
を
根
本
的
・
決
定
的
標
識
と
見
た
。

従
っ
て
リ
1

7

7

ン
に
於
て
は
経
済
活
動
の
分
類
は
交
換
経
済

で
あ
る
が
、n

y
I
フ
マ
ン
の
問
屋
制
度
論

的
活
動
の
分
類
に
置
き
換
へ
ら
れ
る
。

リ
1

7

7

ン
に
従
へ
ば
、
す
べ
て
の
交
換
経
消
的
活
動
の
分

類
に
品
劃
す
る
最
高
の
標
準
は
生
産
物
が
寅
ら
れ
る
か
給
付
(
F
?

Z
E拘
)
が
費
ら
れ
る
か
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
生
産
物
が
寅
ら

れ
る
場
合
に
は
所
謂
責
買
契
約
が
成
立
し
、
給
付
が
寅
ら
れ
る

場
合
に
は
労
働
契
約
が
成
立
す
る
。
給
付
の
責
手
は
.
彼
が
給

付
即
ち
持
働
の
寅
手
で

b
る
と
い
ふ
意
味
に
於
い
て
努
働
者
で

あ
る
と
云
へ
る
。

然
し
同
ピ
給
付
を
骨
る
に
し
と
も
給
付
の
提
供
の
方
法
に

あ
る
。
給
付
の
賀
手
、
剖
ち
リ
1

7

7

y

の
表
現
で
は
努
働
者

は
、
給
付
の
買
手
の
た
め
に
一
定
の
代
償
を
受
け
て
請
負
っ
た

仕
事
を
果
す
と
い
ふ
形
で
持
働
を
提
供
す
る
場
合
と
、
そ
の
人

仲
怖
か
ら
分
離
し
得
な
い
券
働
力
を
そ
の
買
手
の
使
用
に
委
ね

る
と
い
ふ
形
で
労
働
を
提
供
す
る
揚
合
と
が
あ
る
。
前
者
は
請

負
仕
事
、
後
者
は
雇
傭
弁
務
で
あ
る
。
雨
者
は
と
も
に
持
働
ま

た
は
給
付
の
販
責
で
あ
る
が
、
前
者
に
於
て
は
持
働
者
は
給
付

の
買
手
か
ら
濁
立
で
る
り
、
後
者
に
於
て
は
一
定
時
閉
そ
の
文

配
を
受
け
ね
ば
な
ら
ね
と
い
ふ
意
味
で
非
濁
立
で
あ
る
。

第
四
十
六
巻

四

四

事事

説

Vg1. R.. Liefmanu， <l.. a~ O. S. 50・
R. Liefmann， a. a. O. S. 36 u・31.
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明

1
フ
マ

y

の
問
展
制
度
論

請
負
仕
事
は
上
述
の
如
く
濁
立
帥
労
働
者
の
給
付
の
販
賓
で
あ

る
が
、

そ
の
給
付
を
生
産
物
の
加
工
と
い
ふ
形
で
提
供
す
る
揚

合
と
醤
者
の
治
療
の
如
く
然
ら
ざ
る
揚
合
と
が
あ
る
。
前
者
は

特
に
経
情
的
意
味
に
於
け
る
請
負
仕
事
と
呼
ば
れ
る
。

ム
口
持
働
者
が
濁
立

σあ
る
と
と
に
務
り
は
な
い
。

乙
の
場

と

a
h
k
於
て
リ

l
フ
マ
ン
の
所
間
雇
傭
川
打
点
務
と
経
済
的
意
味

に
於
け
る
請
負
仕
事
と
の
町
四
別
、
従
っ
て
仰
を
以
で
努
働
者
め

組
制
立
非
調
立
の
標
準
と
し
た
か
は
容
易
に
想
像
し
得
る
で
あ
ろ

う
。
雇
傭
持
務
に
於
て
は
持
働
者
は
M
W
働
力
を
販
貢
ず
る
の
で

あ
り
、
従
っ
て
買
手
は
持
働
力
の
使
用
の
た
め
に
は
一
定
時
間

努
働
者
の
自
由
を
制
限
せ
ね
ば
友
ら
ね
。
勢
働
者
は
非
樹
立
弊

働
者
と
友
る
。
然
る
に
経
済
的
意
味
に
於
け
る
読
負
仕
事
に
於

て
は
、
労
働
者
は
給
付
の
賀
子
の
提
似
す
る
原
料
に
到
す
る
加

工
郎
ち
劉
象
化
さ
れ
た
持
働
を
提
供
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て

給
付
の
賀
子
は
弊
働
者
を
直
接
支
配
下
に
世
〈
必
要
は
泣
い
。

労
働
者
は
濁
立
弊
働
者
と
た
る
。
但
し
弁
働
力
と
謝
象
化
さ
れ

た
弊
働
と
の
匝
別
は
リ
1

7

7

ン
に
と
っ
て
は
弊
働
者
の
濁
立

非
樹
立
を
決
定
す
る
以
上
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
な
い
と
と
は

第
四
十
六
巻

四

第

披

四

い
ふ
ま
で
も
友
い
。

工
場
第
働
者
は
非
調
立
弊
働
者
で
あ
り
、

〔設、

桂
月
雌
慨
業
育
は
掬
立
持
働
者
で
あ
る
?

(
註
)
之
を
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

的交

満塁
動焼
~~~ 

給賓
付買
の f古
賀動
買

ー一環論
傭負
勢仕
務事

一-r.~i'll帝日
ら位:演
さ、事的

る JD:
古肯 Ifl< 
負 1::
但 71号
事 11"

る
『荷

従
っ
て
経
済
的
意
味
に
於
け
る
請
負
仕
事
は
弐
の
如
き
性
質

を
有
す
る
。

加
給
付
の
賓
千
即
ち
帥
労
働
者
は
、
岐
に
蓮
ぺ
た
如
く
そ
の
買

手
か
ら
完
全
に
狽
立
で
る
る
。
従
っ
て
彼
は
同
時
に
数
人
の
買

手
の
た
め
に
働
き
得
る
。
賃
機
業
者
は
同
時
に
数
人
の
織
一
花
の

注
文
を
田
市
し
得
る
。

問
給
付
は
買
手
の
所
有
に
属
す
る
原
料
の
加
工
と
い
ふ
形
を

取
る
か
ら
、
勢
働
者
は
注
文
で
の
み
働
き
得
守
的
。

間
給
付
の
資
手
師
ち
持
働
者
は
、
針
象
化
さ
れ
た
献
労
働
を
提

供
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
買
手
に
と
っ
て
は
そ
の
針
象

化
さ
れ
た
弊
働
が
何
人
の
弁
働
力
使
用
の
結
果
で
あ
る
か
は
悶

ふ
と
こ
ろ
で
・
な
い
。
従
っ
て
努
働
者
は
更
に
非
調
立
廿
労
働
者
の

1) R. Liefmann， a. a. O. S・37・
2) R. Liefmann， a. a. O. S. 36 u・32-34・
3) 4) R. Liefmann，' a. a. O. S. 31. 



同
居
傭
主
と
・
な
り
、
或
は
更
に
濁
立
弁
働
者
を
使
用
し
得
る
。
か

〈
の
如
く
リ
1

7

7

y

の
所
謂
性
労
働
者
は
庚
汎
な
内
容
を
持
っ

て
ゐ
る
。

経
済
的
意
味
に
於
け
る
請
負
仕
事
に
は
賃
仕
事
と
問
屋
制
生

産
が
属
す
る
。

既
に
漣
ぺ
た
如
く
、
第
一
の
見
解
は
問
屋
制
生
産
者
を
問
屋

に
雇
傭
さ
れ
た
非
凋
立
勢
働
者
と
見
、
工
場
持
働
者
と
同
一
蹴

し
た
。
何
故
に
問
屋
制
生
産
者
が
非
相
州
立
で
あ
る
か
の
松
崎
慨
は

リ
1

7

7

ン
に
従
へ
ば
次
の
模
様
以
外
に
な
い
。
邸
ち
元
来
間

屋
制
度
の
主
要
注
形
態
は
問
屋
制
生
産
者
が
主
要
注
道
具
会
よ

ぴ
設
備
を
有
し
、
問
屋
が
提
供
し
且
つ
問
屋
の
所
有
に
属
す
る

原
料
に
加
工
弁
働
を
施
ず
に
す
ぎ
十
、
そ
の
加
工
過
程
を
遁
じ

て
そ
の
生
産
物
は
問
屋
制
生
産
者
に
蹄
嵐
す
る
こ
と
は
な
い
。

彼
は
単
に
加
工
持
働
に
札
制
す
る
賃
銀
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
。

問
屋
制
生
産
者
が
非
濁
立
努
働
者
と
見
ら
れ
る
根
擦
は
是
で
あ

る
と
リ
1

7

7

ン
は
見
&
。

然
し
問
屋
制
生
産
者
が
か
く
の
如
〈
加
工
持
働
を
提
供
し
そ

リ

1

7

マ
ン
の
問
屋
制
度
論

れ
に
劃
す
る
賃
銀
を
受
け
る
こ
と
は
、
問
屋
制
生
産
者
の
濁
立

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
へ
ば
賃
染
屋
は
同
時
に
数
人

の
織
物
業
者
の
た
め
に
、

そ
の
提
供
す
る
織
物
に
染
色
勢
働
を

加
へ
そ
れ
に
封
す
る
賃
銀
を
受
け
て
ゐ
る
が
、
賃
染
屋
は
そ
れ

が
た
め
に
織
物
業
者
の
雇
傭
持
働
者
で
あ
る
と
は
云
へ
た
い
。

彼
は
明
か
に
調
立
の
企
業
家
で
あ
り
調
立
の
生
産
者
で
る
ふ
r

か
ミ
る
工
業
生
産
様
式
を
り
1

7

7

ン
は
貸
工
業

(Hbz-Eー

ロ
恒
三
ふ
と
呼
ん
で
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
経
済
的
意
味
に
於
け
る
清

負
仕
事
に
ほ

m
な
ら
な
い
。
問
屋
制
工
業
殊
に
リ
l

y

ず
ン
の

針
象
と
し
て
ゐ
る
賃
銀
制
の
問
屋
制
度
が
、

か
も
ミ
る
賃
工
業
に

開
局
す
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
友
い
。

問
屋
制
工
業
が
経
済
的
意
味
に
於
け
る
請
負
仕
事
に
属
す
る

こ
と
が
ら
、
問
屋
制
生
産
者
は
突
の
如
き
性
質
を
得
る
。

問
問
屋
制
生
産
者
は
問
屋
か
ら
猪
立
し
た
、
問
屋
の
粧
替
と

は
別
個
の
経
替
を
有
す
る
企
業
者
で
あ
っ
て
、
問
屋
の
経
営
の

一
構
成
員
を
友
す
も
の
で
友
い
。
従
っ
て
問
屋
制
生
産
者
は
同

時
に
数
人
の
問
屋
の
た
め
に
働
き
得
る
。

倒
問
屋
制
生
産
者
の
生
産
が
問
屋
の
注
文
に
基
〈
こ
と
は
い

第
四
卜
六
巻

四

第

競

一
二
四
三

R. Liefmann， a. a. O. S. 34 u. 36. 
R. ~iefmann ， a. a. O. S. 30-31. 
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H
1
7
マ
ン
の
間
賠
制
度
論

ふ
ま
で
も
な
い
e

問
問
長
制
生
産
者
は
自
ら
非
抑
制
立
持
働
者
を
雇
傭
し
て
脱
主

と
な
り
得
る
。
従
っ
て
問
屋
制
生
序
者
の
経
営
規
模
の
大
小
は

問
屋
制
度
の
本
質
に
反
す
る
も
の
で
は
友
い
e

山
ち
リ
1

7

7

y
に
於
い
て
は
内
臓
で
あ
ら
う
と
出
家
の
刷
業
で
あ
ろ
う
と
照

ま
た
千
工
業
・
7

ニ
品
ゾ
ア
ク
ア
ユ
ア
p

大
工
業
で
あ
ろ
う
と
、

問
屋
の
た
め
に
加
仁
現
仰
を
捉
似
す
る
限
り
問
屋
制
生
苛
-
者
で

あ
る
。ま

た
問
屋
制
生
作
一
者
は
問
屋
か
ら
請
負
っ
た
仕
事
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
濁
立
持
働
者
邸
ち
他
の
問
屋
制
生
産
者
に
下
請
せ

か
く
て
問
屋
制
生
産
者
は
下
請
せ
し

し
め
る
と
と
が
出
来
る
。

め
た
仕
事
に
闘
し
て
中
間
問
屋
(
デ
ユ
出
2
2
ュ8
2
)
と
な
る
。

即
ち
問
屋
制
生
著
者
は
と
の
場
合
一
花
問
屋
に
針
し
て
は
問
屋
制

生
産
者
の
地
位
を
、
下
請
人
に
射
し
て
は
問
屋
の
地
位
を
獲
得

ず
る
。
中
間
問
屋
は
問
屋
と
問
屋
制
生
産
者
の
問
の
単
純
な
る

リ
1

7

7

ン
は
か
ミ
る
中
間
問
屋
を
簡
単

。
川
{
詑
-

に
問
屋
制
生
産
者
と
規
定
し
て
ゐ
る
。

仲
介
入
で
は
左
い
。

(
註
)
従
来
の
諸
畢
設
に
於
て
は
、
問
肢
は
4
4
H

泊
自
ら
生
産
に
従
事
し

第
四
十
六
巻

第

競

四
凶

p-y 
凹

な
い
も
の
と
規
定
し
‘
問
犀
制
生
産
者
は
小
規
模
生
産
者
卸
ち
続
々
手

工
業
的
組
替
生
で
に
制
限
し
た
。

J
V
J

ム
ベ
ル
ト
の
『
新
し
い
仕
市
中
場
仕

事
』
は
諸
井
氏
の
解
標
す
る
如
〈
マ
一
一
A

フ
ア
ク
チ
ユ
ア
ま
た
は
小
規

模
工
場
を
意
味
し
な
い
。
問
口
町
制
生
産
者
の
純
傍
規
棋
に
制
限
を
付
け

な
い
勤
に
於
て
、
諸
井
氏
は
り

1
フ
マ
ン
』
一
致
す
る
J

問
屋
別
生
漆
者
は
問
屋
の
た
め
に
持
倒
ま
た
は
給
付
を
提
供

す
る
制
収
の
企
荒
川
玩
で
あ
る
が
、

か
t
A

る
持
働
ま
た
は
給
付
砂
町

市
接
に
消
究
者
の
た
め
に
提
供
す
る
狽
立
の
企
業
が
あ
る
。

賃
仕
事
(
『

b
r
z
q
r
)
が
是
で
あ
る
@

従
っ
て
賃
工
業
ま
た

は
経
済
的
意
味
に
於
け
る
清
負
仕
事
は
問
屋
制
工
業
と
賃
仕
事

に
国
分
さ
れ
る
。

リ
1
ブ
マ
ン
に
於
て
は
、

上
尚
一
し
た
如
〈
問
岡
県
は
狐
立
の
企

業
家
か
ら
針
象
化
さ
れ
た
持
働
を
貿
ふ
の
で
あ
る
が
、

と
の
揚

合
間
足
は
原
料
を
購
入
し
て
問
尾
制
生
産
者
を
し
て
そ
れ
に
加

ぷ
せ
し
め
て
購
入
し
た
原
料
と
は
異
っ
た
生
産
物
を
責
出
す
わ

け
で
あ
る
。
従
っ
て
原
料
か
ら
生
産
物
に
到
る
ま
で
の
金
生
産

過
相
慌
を
通
じ
て
所
有
権
の
移
縛
は
一
度
も
行
れ
や
、
終
始
問
屋

の
所
有
に
属
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
問
屋
は
、
購
入
し
た
原
料
を

他
の
商
品
に
縛
換
し
て
販
賛
す
る
企
業
で
あ
る
駒
に
於
て
純
粋

986白:Tusw.) 5) H.. l，iefmann， a. a. O. S. ]，J 

R. Liefmann， a. a. O. S. 31. 2) R. Liefmanll， 2¥. u. O. S. -，，8-59・
R. Liefmann， a. a. O. S. 40-42 u. 60-65・Vgl.S. 4'-，1;; U. 28--29・
諸井貫一氏、問屋制工業の成立本質及び最近に於げる製革、工業経梼研究第三
勝 '37頁。
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の
商
定
企
業
家
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
体
換
は
同
己
の
経

比
百
内
で
行
れ
た
の
で
友
い
か
ら
生
産
企
業
家
で
も
な
い
。
そ
と

で
リ
1

7

7

ン
は
、
商
業
を
二
分
し
て
、
純
粋
の
商
業
の
外
に

『
そ
の
生
産
物
の
費
却
を
目
的
と
し
て
持
働
を
・
伍
文
ず
る
』
別
の

商
業
を
規
定
し
て
.
問
屋
は
か
L
る
特
殊
の
商
業
企
治
家
で
あ

る
と
し
た
。
リ
1

7

7

ン
が
問
屋
を
商
人
と
見
た
の
は
、
彼
の

立
場
に
立
つ
限
り
設
然
で
あ
ら
う
。

か
く
て
リ

1
ブ

Y

ン
に
従
へ
ば
、
間
同
町
制
皮
と
は
特
殊
の
商

人
た
る
問
屋
と
翻
す
一
の
企
業
者
た
る
問
旧
民
M
H
h
践
者
と
の
聞
の

給
付
の
寅
買
組
織
で
あ
る
。

そ
れ
は
交
換
経
済
的
組
織
で
る
つ

て
、
決
し
て
問
屋
と
問
屋
制
生
産
者
が
有
機
棋
を
樽
成
し
て
一

経
済
単
位
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
問
尾
制
皮
は
、
ピ
ユ
ツ
ヒ

をヤ
友 1
すに
も於
のけ
でる
主zt毛
い命.t亡
。'手

-->H体
可

工
揚
組
織
と
並
ん
で
経
皆
組
織

四

問
屋
制
度
の
本
質
に
闘
す
る
リ
1

7

7

ン
の
考
察
は
以
上
の

如
く
で
あ
る
が
、

と
の
主
張
は
正
し
い
で
あ
ら
う
か
。
以
下
乙

れ
を
吟
味
し
よ
う
。

リ
ー
フ
マ
シ
の
問
厩
制
度
論

先
づ
第
一
に
、

リ
1

7

7

ン
の
考
察
の
山
山
稜
鞘
を
注
し
た
の

は
中
間
問
屋
で
る
る
。
従
来
の
諸
墜
説
で
は
中
間
問
屋
は
殆
ん

H
F

」
無
税
さ
れ
、
或
は
問
屋
制
度
の
本
貨
を
愛
へ
る
も
の
で
な
い

と
簡
車
に
片
附
け
ら
れ
、
或
は
問
屋
と
同
一
蹴
さ
れ
た
。

リ

7

7

ン
は
と
れ
に
反
し
中
間
問
屋
を
問
屋
制
生
産
者
と
見
た
。

部
ち
中
間
問
屋
は
通
例
数
人
の
一
石
問
屋
の
た
め
に
働
い
て
ゐ

る
か
ら
、

中
間
問
屋
は
元

mu尽
に
刑
判
し
濁
立
し
て
ゐ
る
。

11じ
てコ

て
か

130濁
立
の
中
間
同
斥
，
を
合
む
問
屋
川
生
産
者
は
樹
立
で

た
け
れ
ば
な
ら
ね
、

ャJ
く
と
も
何
」
也
有
川
川
阿
川
三
日
石
川
川
J
1
じ

M

d
l
i
J
I
-
-
j
i
'
l
!
?
J
 

生
産
者
は
第
一
の
見
解
に
よ
っ
て
は
説
明
し
得
な
い
て
あ
ら
う

と
い
ふ
の
が
リ
1

7

7

ン
の
理
論
の
出
議
鮪
で
あ
る
。
然
し
中

間
問
屋
は
問
屋
制
生
産
者
で
は
な
い
。
中
間
問
屋
は
数
人
の
一
花

問
屋
の
た
め
に
働
〈
が
、
本
来
の
問
屋
制
生
産
者
た
る
彼
の
下

請
人
に
と
っ
て
は
彼
は
唯
一
の
問
屋
で
あ
る
。
し
か
も
中
間
間

屋
が
元
問
屋
と
は
別
個
の
計
算
に
慕
く
以
上
、
名
稀
の
一
不
す
知

〈
彼
は
問
屋
に
近
い
位
質
を
有
す
る
と
云
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

通
例
問
屋
制
生
産
者
、
家
内
工
業
者
ま
た
は
家
内
崎
労
働
者
と
呼

ば
れ
て
ゐ
る
生
産
者
に
し
て
、
同
時
に
数
人
の
問
屋
ま
た
は
中

第
附
十
六
巻

凶
五

~g 
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競
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リ

1

7

Y

ン
の
問
尾
制
度
論

同
問
屋
の
た
め
に
働
く
の
は
組
め
て
例
外
に
す
ぎ
友
い
。
ま
た

極
め
て
小
規
模
左
る
彼
等
に
か
t
h

る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

リ
1

7

7

ン
の
全
理
論
は
、

い
は
い
込
か
L
る
誤
解
の
設
炭
で
る

り
、
技
刷
用
の
横
大
で
あ
る
と
云
へ
ま
い
か
。

第
一
一
に
、

か
h
A

る
誤
解
の
環
日
時
を
可
能
に
し
た
の
は
彼
れ
の

方
法
品
川
で
あ
る
。
経
済
活
動
殊
に
生
日
出
川
動
の
分
類
に
刻
し
て

交
換
の
形
態
佐
根
本
的
決
定
的
際
平
と
ー

V

た
こ
と
に
つ
い
て
は

肢
に
述
ぺ
た
。
か
く
の
如
く
交
故
を
粧
摘
の
根
本
的
要
閃
ム
」
見

と
の
立
場
に
徹
底
せ
ん
と
す
れ
ば
、
生
産
の
内
部
構

浩
ま
た
は
生
産
過
程
に
於
け
る
人
的
闘
係
は
そ
の
本
質
的
左
姿

る
限
り
、

に
於
て
現
れ
な
い
の
は
営
然
で
あ
る
。

リ
1

7

7

y

の
淑
ん
酬
は

か
L
る
立
易
か
ら
叢
か
れ
た
間
短
制
a
肢
の
辺
論
で
あ
る
。

リ

ブ
マ
ン
は
問
屋
制
度
一
の
本
質
に
刷
す
る
シ
ユ
モ
ラ

1
の
事
訟
を

批
判
し
た
後
に
突
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。

「
然
し
か
、
る
一
階

級
へ
の
所
属
、

こ
れ
を
制
約
す
る
と
と
ろ
の
人
々
の
枇
命
目
的
経

済
的
欣
態
を
工
業
活
動
の
差
叫
棋
識
と
見
る
と
と
、

と
れ
は
ま

た
純
迎
論
的
に
見
て
、
既
に
不
可
能
で
あ
る
と
云
ば
ね
ば
友
ら

由
。
そ
し
て
同
様
に
二
枇
曾
階
級
の
相
互
作
用
の
ろ
ち
に
，
渓
内

第
凶
十
六
巻

一
四
六

匹l
プ寸

賀基

銑

工
業
の
本
貨
を
認
め
る
と
と
は
肢
に
論
理
的
に
不
可
能
で
る

る
o
』
『
何
と
左
れ
ば
一
般
に
二
枇
命
日
階
級
の
相
互
作
用
友
る
も

よ
り
明
暗
聞
に
云
へ
ば
蓋
ゐ
個
人
の
間
に
の

み
か
L
る
交
換
経
済
的
闘
係
が
存
在
す
る
o
』
か
〈
て
リ
1

7

7

の
は
存
在
し
な
い
。

ン
に
於
て
、
各
経
済
+
十
一
憶
は
そ
の
枇
合
的
経
情
的
階
級
的
背
公

か
ら
解
放
さ
れ
て
交
換
に
現
れ
る
。

リ

l
ァ
マ
〈
主
司
-
一
剤
K

一

』

:

ザ

ム

臼

h
ド

E
E
H
-
r↑一

任
荷
の
経
内
口
組
織
従
っ
て
そ
の
後
日
間
伐
陥
没
無
脱
し
て
、
州
民
家

の
刷
業
的
家
内
工
業
も
数
百
人
の
職
工
を
擁
す
る
染
物
工
揚
も

同
じ
本
質
を
有
す
る
と
主
張
し
た
の
は
、
か
L

る
方
法
論
の
必

然
の
師
結
で
あ
る
。
然
し
我
々
は
問
屋
制
生
産
者
の
経
惜
の
内

部
補
迭
の
う
ち
に
と
そ
間
庭
制
生
市
者
の
問
屋
へ
の
依
存
閥
係

の
鍵
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ね
。

そ
こ
で
我
々
は
か
L
る
立
揚
か

ら
問
屋
制
度
の
本
質
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
第
一
の
見
解
を

刷
ね
ば
左
ら
ね
が
、

こ
れ
は
後
の
機
命
日
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
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